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■期限内に必ず申告を！
　この申告書は、所得証明書、老齢福祉年金、福祉
医療（老人医療等）・児童手当の給付、保育所入所や
市営住宅入居などの手続きに必要な資料となります。
申告がないと、これらに関係する諸証明が発行でき
ません。期限内の申告、納税をお願いします。

　昨年の申告期間内に雑損控除の適用を受け、雑損
控除額を所得から引ききることができなかった場合、
翌年に繰越して１７年分の所得から差し引くことがで
きます。繰越の適用を受けるためには、１７年分の所
得がない場合でも確定申告または市県民税の申告が
必要です。

■必要な書類・証明書・印鑑を忘れずに !
　相談にお越しになる前に「平成１８年度市県民税申
告のてびき」をよくお読みいただき、帳簿などは整
理しておいてください。来庁時には、申告者本人が
申告書を作成記入の上、必要な書類・証明書・印鑑
を必ずお持ちください。
　また、３月１５日の申告期限間近や市役所での申告
相談は大変混雑し、長時間お待ちいただくことにな
ります。できるだけ早目にお越しいただくとともに、
所得税・消費税の申告をされる方は他会場（税務署、
じばさん但馬など）での申告相談を利用ください。

■雑損控除の翌年への繰越には申告
が必要です！

税 税 の申告時期です 
所　　得　　税 
市　県　民　税 
国民健康保険税 

【期間】２月１６日（木）～３月１５日（水）
申告は正しくお早めに !!

　平成１７年分所得の申告時期となりました。平成１７年１月
１日から１２月３１日の１年間の所得について計算の上、申
告・納税してください。
　申告の対象は、所得税、個人事業税、市県民税、国民健
康保険税です。相談会場・相談時間は一覧表のとおりです
ので、気軽にご相談ください。
　なお、事業規模の大きい方（所得金額がおおむね３００万
円を超える方）や不動産などの譲渡所得、住宅借入金等特
別控除のある方、青色申告される方は、税務署でご相談く
ださい。

豊岡市に市県民税の申告が必要？ 

はい 

いいえ 

スタート 
あなたは平成１８年１月１日現在、 
豊岡市に住んでいましたか？ 

あなたは、昨年中に所 
得がありましたか？ 

あなたは、会社から 
給与を受けているサ 
ラリーマンですか？ 

あなたは、税務署に 
確定申告をしました 
か？ 

会社の給与から市 
県民税（住民税）が 
差し引かれていま 
すか？（市県民税 
は所得税とは違う 
税金です） 

１月１日現在住んで 
いた市町村に申告し 
てください。 

申告はお早めに!!

豊岡市に申告 
してください 

ただし、国民健康保険 
などにより申告が必要 
な場合もあります。 

豊岡市に申告する 
必要はありません 

あなたは、だれ 
かに扶養（税控 
除の）されてい 
ましたか？ 

あなたは、会 
社から受ける 
給与のほかに 
所得がありま 
したか？ 
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■申告の必要な方
　平成１８年１月１日現在、豊岡市に住所があり、平
成１７年中に所得のあった方は申告が必要です。この
申告書は国民健康保険税の申告も兼ねていますので、
国民健康保険加入世帯の方は所得の有無にかかわら
ず必ず申告書を提出してください。申告がない場合、
「低所得者軽減」に該当してもその適用を受けるこ
とができません。
　ただし、次に該当する方は申告の必要はありませ
ん。
　・所得税の確定申告をされる方
　・給与所得者の方で勤務先から市役所に給与支払

報告書が提出されている場合
※給与所得のほかに所得のある方、２カ所以上から

給与所得のある方、または、雑損控除・医療費控
除・寄付金控除の適用を受けようとする方は申告
をしてください。
　また、収入が公的年金のみの方は申告不要の場
合がありますので、詳しくは市役所税務課市民税
係へ問合せください。

　昨年申告書を提出された方には２月上旬に送付し
ます。（２月１０日以降は、各地区公民館にも申告関
係書類を備え付けますので利用ください）
　＜問合せ＞　税務課市民税係
　　　　　　　�２３－１１１１、ＦＡＸ２４－７０９９

■市県民税申告書（兼国民健康保険
税申告書）用紙の配布

平成１７年分所得申告に係る主な税制の改正点を
８ページに記載していますのでご参照ください。

市県民税・国民健康保険税の申告

■夜間相談の実施
２月２４日（金）…豊岡市役所本庁西別館、城崎総合
支所、竹野南地区公民館、日高農村環境改善セン
ター、出石総合支所、但東総合支所
３月１０日（金）…豊岡市役所本庁西別館、竹野総合
支所、日高農村環境改善センター
　受付時間　午後６時～８時（両日とも）
■休日相談の実施
３月５日（日）…豊岡市役所本庁西別館、城崎総合
支所、竹野総合支所、日高農村環境改善センター、
出石総合支所、但東総合支所

　受付時間　午前８時３０分～１１時３０分
　（午前中のみ、人数制限があります）
※豊岡市役所本庁に申告相談で来庁された方は、駐
車場が無料になりますので利用ください。

　（相談会場受付で駐車券を提示してください）
　なお、午前の受付は１１時３０分までですが、人数制
限をしていますので早めに終了する場合がありま
す。

※税務署は駐車場に限りがありますので、お越しに
なる際はできるだけ公共交通機関を利用ください。

申告相談の会場案内

※但東・資母、高橋地区公民館の相談日程が申告のてびきと逆になっています。ご注意ください。
※◎印は所得税の確定申告、○印は市県民税・国民健康保険税の申告（所得税申告も可）を行いますので、都合の
良い日・会場を利用ください。

相　談　時　間
（　）は受付時間
１２：００～１３：００の間
相談は行っていません

３　　　　　月２　　　　　月
相　談　会　場 １５１４１３１０９８７６３２１２８２７２４２３２２２１２０１７１６

水火月金木水火月金木水火月金木水火月金木
９：００～１７：００◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎豊 岡 税 務 署 １ 階

（８：３０～１６：００）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

豊岡市役所本庁西別館
城 崎 総 合 支 所
日高農村環境改善センター
出 石 総 合 支 所

（８：３０～１６：００）○○○○○○○○○○○○○○○○○竹 野 総 合 支 所
（９：３０～１５：００）◎◎◎同 上
（９：００～１５：３０）○○竹野・南地区公民館
（９：００～１５：３０）○竹野・中地区公民館
（８：３０～１６：００）○○○○○○○○○○○○○○○○○○但 東 総 合 支 所
（９：００～１５：３０）○但東・資母地区公民館
（９：００～１５：３０）○但東・高橋地区公民館
（９：３０～１５：００）◎◎◎◎◎◎◎◎じばさん但馬６階
（９：３０～１５：００）◎瀬 戸 公 民 館
（９：３０～１５：００）◎◎城 崎 大 会 議 館
（９：３０～１５：００）◎◎◎◎◎ワ ー ク ピ ア 日 高
（９：３０～１５：００）◎◎◎◎出 石 市 民 ホ ー ル
（９：３０～１５：００）◎◎◎但東市民センター
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平成１７年分所得申告に係る主な税制改正
■公的年金等控除額の改正
　公的年金等の雑所得の金額の計算上、収入金額か
ら控除される公的年金等控除額のうち、６５歳以上の
方に対して上乗せして適用される部分が廃止されま
した。ただし、最低控除金額７０万円については、６５
歳以上の方には５０万円加算され、１２０万円とする特
例措置が講じられました。
〈６５歳以上の方に対しての公的年金等控除額〉
平成１６年分まで

平成１７年分から

■老年者控除の廃止
　平成１７年分から、年齢６５歳以上で合計所得金額が
１，０００万円以下の方に係る老年者控除は廃止されま
した。
※老年者控除が廃止されたことにより、寡婦（寡
夫）控除が適用される場合があります。詳しくは
税務課市民税係、豊岡税務署まで問合せください。

■国民年金保険料等に係る社会保険料控
除の添付書類

　社会保険料控除のうち、国民年金保険料等（国民
年金の保険料および国民年金基金の掛金）に係る社
会保険料控除の適用を受けるには、国民年金保険料
等控除証明書を添付または提示しなければなりませ
ん。

〈問合せ〉　税務課市民税係

公的年金等控除額収入金額（Ａ）
１４０万円　　　　　　２６０万円以下　　　　　
（Ａ）×２５％＋　７５万円２６０万円超４６０万円以下
（Ａ）×１５％＋１２１万円４６０万円超８２０万円以下
（Ａ）×　５％＋２０３万円８２０万円超　　　　　　

公的年金等控除額収入金額（Ａ）
１２０万円　　　　　　　３３０万円以下　　　　　
（Ａ）×２５％＋　３７．５万円３３０万円超４１０万円以下
（Ａ）×１５％＋　７８．５万円４１０万円超７７０万円以下
（Ａ）×　５％＋１５５．５万円７７０万円超　　　　　　

豊岡税務署からのお知らせ
●消費税の届出と記帳の準備はお済みですか？
　課税事業者届出書の提出がお済みでない方はお早
めに提出してください。課税事業者は日々の記帳と
請求書等の保存が必要です。
※平成１７年分の課税売上高が１，０００万円を超える個
人事業者の方は、平成１９年分消費税の課税事業者
となり、平成１９年１月１日から帳簿の記載や請求
書等の保存が必要です。
※消費税および地方消費税の申告期限は３月３１日
（金）です。
●確定申告書の提出は、自分で書いて郵送等で！
　国税庁のホームページで申告書が作れます。

　ページアドレス　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｔａ．ｇｏ．ｊｐ
●還付金の受取りは、口座振込で！
　納税は、便利で安全・確実な口座振替を利用くだ
さい。
●申告および納税は、自宅のパソコンからできる
　「ｅ－Ｔａｘ」が大変便利です！
　利用開始は、申請から２カ月程
度の日数が必要です。詳しくは
「ｅ－Ｔａｘホームページ」また
は豊岡税務署へ問合せください。
　ページアドレス　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｅ-ｔａｘ．ｎｔａ．ｇｏ．ｊｐ/
〈問合せ〉豊岡税務署（豊岡市上陰）�２２－２１０１

　兵庫県では、緑の保全を県民総参加で支えるため、
森林の整備および都市の緑化に使途を限定した「県
民緑税」を導入することとなりました。
　個人および法人の県民税均等割額に次の額を加え
ることとし、課税期間は平成１８年度から平成２２年度
までの当面５年間としています。

■県民緑税課税額
　個人　８００円／年（県民税均等割額１，０００円と合算

し、年額１，８００円）
　法人　法人県民税均等割額の１０％（資本金等の金

額により２，０００円から８０，０００円までの金額）

■個人市県民税均等割額　

〈問合せ〉
　兵庫県税務課税制企画係�０７８－３６２－３０８６
　豊岡市税務課市民税係

※税の使途となる森林の整備や都市の緑化に係る事
業の詳細については、次に問合せください。

○森林の整備について
　農林水産部豊かな森づくり室�０７８－３６２－４１９２
○都市の緑化について
　県土整備部都市政策課�０７８－３６２－３５６３

平成１８年度から
県民緑税が導入されます 合　計県民税市民税区　　分

４，０００円１，０００円３，０００円平成１７年度まで

４，８００円１，８００円３，０００円平成１８～２２年度


